
＜お知らせ＞ 

技能講習等を受講される皆さんへ！ 

 

 

令和３年４月１日から、技能講習等を受講される方は、 

事前に入門申請手続き（三菱重工業株式会社 構内へ入門）が 

必要になります。 

 

受講者の  

氏名、入門方法【徒歩、自転車、バイク、車両（車種、車両番号）】の 

事前申請が必要です。 

 

必ず、全員、手続きをして下さい。 

＜ご協力をお願い致します。＞ 

 

 

 

 

 

 


